
 

瀬戸市市税条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

平成２４年９月２８日 

瀬戸市長 増 岡 錦 也  

瀬戸市条例第２２号 

瀬戸市市税条例の一部を改正する条例 

瀬戸市市税条例（昭和４０年瀬戸市条例第６号）の一部を次のように改

正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。 

改正後 改正前 

附 則 附 則 

（法附則第１５条第２項第６号の条例で定める

割合） 
 

第１条の２ 法附則第１５条第２項第６号に規定

する市の条例で定める割合は、４分の３とす

る。 

 

（耐震改修等に対する固定資産税の軽減の規定

の適用を受けようとする者がすべき申告） 
（耐震改修等に対する固定資産税の軽減の規定

の適用を受けようとする者がすべき申告） 

第１条の３ ＜省略＞ 第１条の２ ＜省略＞ 

２及び３ ＜省略＞ ２及び３ ＜省略＞ 

（土地に対して課する平成２４年度から平成２

６年度までの各年度分の固定資産税及び都市計

画税の特例に関する用語の意義） 

（土地に対して課する平成２４年度から平成２

６年度までの各年度分の固定資産税及び都市計

画税の特例に関する用語の意義） 

第１条の４ ＜省略＞ 第１条の３ ＜省略＞ 

（平成２５年度又は平成２６年度における土地

の価格の特例） 
（平成２５年度又は平成２６年度における土地

の価格の特例） 

第１条の５ ＜省略＞ 第１条の４ ＜省略＞ 

２ ＜省略＞ ２ ＜省略＞ 

 （特別土地保有税の課税の特例）  （特別土地保有税の課税の特例） 



 

第５条の２ 附則第２条第１項から第５項までの

規定の適用がある宅地等（附則第１条の４第２

号に掲げる宅地等をいうものとし、法第３４９

条の３、第３４９条の３の２又は法附則第１５

条から第１５条の３までの規定の適用がある宅

地等を除く。）に対して課する平成２４年度か

ら平成２６年度までの各年度分の特別土地保有

税については、法附則第３１条の３第１項の規

定による。 

第５条の２ 附則第２条第１項から第５項までの

規定の適用がある宅地等（附則第１条の２第２

号に掲げる宅地等をいうものとし、法第３４９

条の３、第３４９条の３の２又は法附則第１５

条から第１５条の３までの規定の適用がある宅

地等を除く。）に対して課する平成２４年度か

ら平成２６年度までの各年度分の特別土地保有

税については、法附則第３１条の３第１項の規

定による。 

２から４まで ＜省略＞ ２から４まで ＜省略＞ 
  

附 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

第２条 この条例による改正後の附則第１条の２の規定は、平成２４年４

月１日以後に取得された地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の

一部を改正する法律（平成２４年法律第１７号）第１条の規定による改

正後の地方税法附則第１５条第２項第６号に規定する除害施設に対して

課すべき平成２５年度以後の年度分の固定資産税について適用する。 

 

 


